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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被測定者の手首から検出した脈波に基づいて算出された１拍毎又は複数拍毎の血圧情報
と、前記手首の動きを検出した動き検出情報と、前記動き検出情報が検出された時刻を表
す検出時刻情報とが対応付けて記録された記録媒体から前記血圧情報、動き検出情報及び
検出時刻情報を読み出して、血圧情報を補正するための血圧補正情報を生成する血圧補正
情報生成装置であって、
　前記動き検出情報及び検出時刻情報に基づいて、重力方向における前記手首の位置が閾
値以上変化した変化期間を検出する手首位置変化期間検出部と、
　前記手首位置変化期間検出部により検出された前記変化期間よりも前の第一の期間中に
検出された脈波から算出された第一の血圧情報と前記変化期間よりも後の第二の期間中に
検出された脈波から算出された第二の血圧情報とに基づいて、前記変化期間よりも後に検
出された脈波から算出された血圧情報を補正するための血圧補正情報を生成する血圧補正
情報生成部と、
　前記血圧補正情報生成部により生成された前記血圧補正情報を、該血圧補正情報により
補正される血圧情報に対応付けて記録媒体に記録する記録制御部と、を備え、
　前記血圧補正情報生成部は、前記第一の血圧情報の代表値と前記第二の血圧情報の代表
値との差分を求め、前記第一の血圧情報の代表値と前記第二の血圧情報の代表値との大小
関係に基づき、前記第一の期間中に検出された脈波から算出された血圧情報に対応付けて
記録されている過去の血圧補正情報に前記差分の絶対値を加算、又は、当該過去の血圧補
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正情報から前記差分の絶対値を減算して、前記変化期間よりも後に検出された脈波から算
出された血圧情報の血圧補正情報を生成する血圧補正情報生成装置。
【請求項２】
　請求項１記載の血圧補正情報生成装置であって、
　前記第一の期間は、前記脈波から算出された血圧情報のばらつきが閾値以下となってい
る期間であり、
　前記第二の期間は、前記脈波から算出された血圧情報のばらつきが閾値以下となってい
る期間である血圧補正情報生成装置。
【請求項３】
　請求項１記載の血圧補正情報生成装置であって、
　前記血圧補正情報生成部は、前記第一の期間中に算出された複数の第一の血圧情報の平
均値を前記第一の血圧情報の代表値とし、前記第二の期間中に算出された複数の第二の血
圧情報の平均値を前記第二の血圧情報の代表値として前記差分を算出する血圧補正情報生
成装置。
【請求項４】
　請求項１記載の血圧補正情報生成装置であって、
　前記血圧補正情報生成部は、前記第一の血圧情報の代表値が前記第二の血圧情報の代表
値よりも大きい場合には、前記第一の期間中に検出された脈波から算出された血圧情報に
対応付けて記録されている過去の血圧補正情報に前記差分の絶対値を加算して前記血圧補
正情報を生成し、
　前記血圧補正情報生成部は、前記第一の血圧情報の代表値が前記第二の血圧情報の代表
値よりも小さい場合には、前記過去の血圧補正情報から前記差分の絶対値を減算して前記
血圧補正情報を生成する血圧補正情報生成装置。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項記載の血圧補正情報生成装置であって、
　前記血圧補正情報生成部は、前記手首位置変化期間検出部により検出された変化期間の
開始時の前記動き検出情報に基づく手首の位置と、前記変化期間の終了時の前記動き検出
情報に基づく手首の位置との差を血圧情報の変化量に変換し、当該変化量と前記差分との
差が予め決められた値よりも大きい場合には、前記血圧補正情報の生成を停止する血圧補
正情報生成装置。
【請求項６】
　被測定者の手首から脈波を検出する脈波検出部と、
　前記脈波検出部により検出される脈波に基づいて１拍毎又は複数拍毎に血圧情報を算出
する血圧情報算出部と、
　前記手首の動きに応じた動き情報を出力する動き検出部と、
　請求項１～５のいずれか１項記載の血圧補正情報生成装置と、を備える血圧測定装置。
【請求項７】
　被測定者の手首から検出した脈波に基づいて算出された１拍毎又は複数拍毎の血圧情報
と、前記手首の動きを検出した動き検出情報と、前記動き検出情報が検出された時刻を表
す検出時刻情報とが対応付けて記録された記録媒体から前記血圧情報、動き検出情報及び
検出時刻情報を読み出して、血圧情報を補正するための血圧補正情報を生成する血圧補正
情報生成方法であって、
　前記動き検出情報及び検出時刻情報に基づいて、重力方向における前記手首の位置が閾
値以上変化した変化期間を検出する手首位置変化期間検出ステップと、
　前記手首位置変化期間検出ステップにより検出された前記変化期間よりも前の第一の期
間中に検出された脈波から算出された第一の血圧情報と前記変化期間よりも後の第二の期
間中に検出された脈波から算出された第二の血圧情報とに基づいて、前記変化期間よりも
後に検出された脈波から算出された血圧情報を補正するための血圧補正情報を生成する血
圧補正情報生成ステップと、
　前記血圧補正情報生成ステップで生成された前記血圧補正情報を、該血圧補正情報によ
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り補正される血圧情報に対応付けて記録媒体に記録する記録制御ステップと、
を備え、
　前記血圧補正情報生成ステップでは、前記第一の血圧情報の代表値と前記第二の血圧情
報の代表値との差分を求め、前記第一の血圧情報の代表値が前記第二の血圧情報の代表値
よりも大きい場合には、前記第一の期間中に検出された脈波から算出された血圧情報に対
応付けて記録されている過去の血圧補正情報に前記差分の絶対値を加算して前記血圧補正
情報を生成し、
　前記第一の血圧情報の代表値が前記第二の血圧情報の代表値よりも小さい場合には、前
記過去の血圧補正情報から前記差分の絶対値を減算して前記血圧補正情報を生成する血圧
補正情報生成方法。
【請求項８】
　被測定者の手首から検出した脈波に基づいて算出された１拍毎又は複数拍毎の血圧情報
と、前記手首の動きを検出した動き検出情報と、前記動き検出情報が検出された時刻を表
す検出時刻情報とが対応付けて記録された記録媒体から前記血圧情報、動き検出情報及び
検出時刻情報を読み出して、血圧情報を補正するための血圧補正情報を生成する血圧補正
情報生成方法をコンピュータに実行させるための血圧補正情報生成プログラムであって、
　前記動き検出情報及び検出時刻情報に基づいて、重力方向における前記手首の位置が閾
値以上変化した変化期間を判定する手首位置変化期間検出ステップと、
　前記手首位置変化期間検出ステップにより判定された前記変化期間よりも前の第一の期
間中に検出された脈波から算出された第一の血圧情報と前記変化期間よりも後の第二の期
間中に検出された脈波から算出された第二の血圧情報とに基づいて、前記変化期間よりも
後に検出された脈波から算出された血圧情報を補正するための血圧補正情報を生成する血
圧補正情報生成ステップと、
　前記血圧補正情報生成ステップにより生成された前記血圧補正情報を、該血圧補正情報
により補正される血圧情報に対応付けて記録媒体に記録する記録制御ステップと、を備え
、
　前記血圧補正情報生成ステップでは、前記第一の血圧情報の代表値と前記第二の血圧情
報の代表値との差分を求め、前記第一の血圧情報の代表値が前記第二の血圧情報の代表値
よりも大きい場合には、前記第一の期間中に検出された脈波から算出された血圧情報に対
応付けて記録されている過去の血圧補正情報に前記差分の絶対値を加算して前記血圧補正
情報を生成し、
　前記第一の血圧情報の代表値が前記第二の血圧情報の代表値よりも小さい場合には、前
記過去の血圧補正情報から前記差分の絶対値を減算して前記血圧補正情報を生成する手順
をコンピュータに実行させる血圧補正情報生成プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、血圧補正情報生成装置、血圧測定装置、血圧補正情報生成方法、血圧補正情
報生成プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　生体の血圧値は、通常、日内変化が大きい。このため、診断等のために、被測定者に血
圧測定装置を装着して血圧情報を定期的（例えば数時間間隔や１拍毎）に測定し記録する
ことが行われる。
【０００３】
　血圧情報を継続的に測定していくのに好適な装置として、手首の橈骨動脈が通る生体部
位に圧力センサを直接接触させた状態で、この圧力センサにより検出される圧脈波の情報
を用いて血圧情報を連続的（１拍毎）に測定することのできる血圧測定装置が知られてい
る（特許文献１参照）。
【０００４】
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　被測定者の手首に装着して用いられる血圧測定装置では、被測定者の手首と心臓の高さ
が同じ状態で血圧情報を測定することで、正しい血圧情報を得ることができる。このため
、血圧測定装置に加速度センサ等を搭載して、被測定者の手首と心臓の高さの差を検出し
、検出した差に応じて、測定された血圧情報を補正することが行われる。
【０００５】
　特許文献２には、生体に装着した加速度センサの情報と血圧情報とを対応付けて記録し
、記録して得た情報から、運動量と生理機能の変化との相関性を詳細に把握可能として診
断に役立てることのできる装置が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－１１３３６８号公報
【特許文献２】特開平０４－１６１１４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　被測定者の手首に装着して用いられる血圧測定装置において、被測定者の心臓と手首の
高さの差を検出する場合には、検出誤差が発生する可能性がある。手首と心臓の高さの差
に検出誤差が生じると、静水圧による血圧情報の誤差を正しく補正することできず、高精
度の血圧測定ができない。
【０００８】
　特許文献１に記載の装置は、血圧情報の補正については考慮されていない。
【０００９】
　特許文献２に記載の装置は、被測定者の日常生活中における身体活動の度合を、被測定
者の血圧情報と一緒に記録するものである。しかし、被測定者の心臓と手首の高さの差に
よって生じる血圧情報の誤差を補正することについては考慮されていない。
【００１０】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、手首装着型の血圧測定装置において
手首の位置の変化により生じる血圧情報の測定誤差を正確に補正することのできる情報を
生成する血圧補正情報生成装置、この血圧補正情報生成装置を備える血圧測定装置、血圧
補正情報生成方法、及び、血圧補正情報生成プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の血圧補正情報生成装置は、被測定者の手首から検出した脈波に基づいて算出さ
れた１拍毎又は複数拍毎の血圧情報と、前記手首の動きを検出した動き検出情報と、前記
動き検出情報が検出された時刻を表す検出時刻情報とが対応付けて記録された記録媒体か
ら前記血圧情報、動き検出情報及び検出時刻情報を読み出して、血圧情報を補正するため
の血圧補正情報を生成する血圧補正情報生成装置であって、前記動き検出情報及び検出時
刻情報に基づいて、重力方向における前記手首の位置が閾値以上変化した変化期間を検出
する手首位置変化期間検出部と、前記手首位置変化期間検出部により検出された前記変化
期間よりも前の第一の期間中に検出された脈波から算出された第一の血圧情報と前記変化
期間よりも後の第二の期間中に検出された脈波から算出された第二の血圧情報とに基づい
て、前記変化期間よりも後に検出された脈波から算出された血圧情報を補正するための血
圧補正情報を生成する血圧補正情報生成部と、前記血圧補正情報生成部により生成された
前記血圧補正情報を、該血圧補正情報により補正される血圧情報に対応付けて記録媒体に
記録する記録制御部と、を備え、前記血圧補正情報生成部は、前記第一の血圧情報の代表
値と前記第二の血圧情報の代表値との差分を求め、前記第一の血圧情報の代表値と前記第
二の血圧情報の代表値との大小関係に基づき、前記第一の期間中に検出された脈波から算
出された血圧情報に対応付けて記録されている過去の血圧補正情報に前記差分の絶対値を
加算、又は、当該過去の血圧補正情報から前記差分の絶対値を減算して、前記変化期間よ
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りも後に検出された脈波から算出された血圧情報の血圧補正情報を生成するものである。
【００１２】
　本発明の血圧測定装置は、被測定者の手首から脈波を検出する脈波検出部と、前記脈波
検出部により検出される脈波に基づいて１拍毎又は複数拍毎に血圧情報を算出する血圧情
報算出部と、前記手首の動きに応じた動き情報を出力する動き検出部と、前記血圧補正情
報生成装置と、を備えるものである。
【００１３】
　本発明の血圧補正情報生成方法は、被測定者の手首から検出した脈波に基づいて算出さ
れた１拍毎又は複数拍毎の血圧情報と、前記手首の動きを検出した動き検出情報と、前記
動き検出情報が検出された時刻を表す検出時刻情報とが対応付けて記録された記録媒体か
ら前記血圧情報、動き検出情報及び検出時刻情報を読み出して、血圧情報を補正するため
の血圧補正情報を生成する血圧補正情報生成方法であって、前記動き検出情報及び検出時
刻情報に基づいて、重力方向における前記手首の位置が閾値以上変化した変化期間を検出
する手首位置変化期間検出ステップと、前記手首位置変化期間検出ステップにより検出さ
れた前記変化期間よりも前の第一の期間中に検出された脈波から算出された第一の血圧情
報と前記変化期間よりも後の第二の期間中に検出された脈波から算出された第二の血圧情
報とに基づいて、前記変化期間よりも後に検出された脈波から算出された血圧情報を補正
するための血圧補正情報を生成する血圧補正情報生成ステップと、前記血圧補正情報生成
ステップで生成された前記血圧補正情報を、該血圧補正情報により補正される血圧情報に
対応付けて記録媒体に記録する記録制御ステップと、を備え、前記血圧補正情報生成ステ
ップでは、前記第一の血圧情報の代表値と前記第二の血圧情報の代表値との差分を求め、
前記第一の血圧情報の代表値が前記第二の血圧情報の代表値よりも大きい場合には、前記
第一の期間中に検出された脈波から算出された血圧情報に対応付けて記録されている過去
の血圧補正情報に前記差分の絶対値を加算して前記血圧補正情報を生成し、前記第一の血
圧情報の代表値が前記第二の血圧情報の代表値よりも小さい場合には、前記過去の血圧補
正情報から前記差分の絶対値を減算して前記血圧補正情報を生成するものである。
【００１４】
　本発明の血圧補正情報生成プログラムは、被測定者の手首から検出した脈波に基づいて
算出された１拍毎又は複数拍毎の血圧情報と、前記手首の動きを検出した動き検出情報と
、前記動き検出情報が検出された時刻を表す検出時刻情報とが対応付けて記録された記録
媒体から前記血圧情報、動き検出情報及び検出時刻情報を読み出して、血圧情報を補正す
るための血圧補正情報を生成する血圧補正情報生成方法をコンピュータに実行させるため
の血圧補正情報生成プログラムであって、前記動き検出情報及び検出時刻情報に基づいて
、重力方向における前記手首の位置が閾値以上変化した変化期間を判定する手首位置変化
期間検出ステップと、前記手首位置変化期間検出ステップにより判定された前記変化期間
よりも前の第一の期間中に検出された脈波から算出された第一の血圧情報と前記変化期間
よりも後の第二の期間中に検出された脈波から算出された第二の血圧情報とに基づいて、
前記変化期間よりも後に検出された脈波から算出された血圧情報を補正するための血圧補
正情報を生成する血圧補正情報生成ステップと、前記血圧補正情報生成ステップにより生
成された前記血圧補正情報を、該血圧補正情報により補正される血圧情報に対応付けて記
録媒体に記録する記録制御ステップと、を備え、前記血圧補正情報生成ステップでは、前
記第一の血圧情報の代表値と前記第二の血圧情報の代表値との差分を求め、前記第一の血
圧情報の代表値が前記第二の血圧情報の代表値よりも大きい場合には、前記第一の期間中
に検出された脈波から算出された血圧情報に対応付けて記録されている過去の血圧補正情
報に前記差分の絶対値を加算して前記血圧補正情報を生成し、前記第一の血圧情報の代表
値が前記第二の血圧情報の代表値よりも小さい場合には、前記過去の血圧補正情報から前
記差分の絶対値を減算して前記血圧補正情報を生成する手順をコンピュータに実行させる
ものである。
【発明の効果】
【００１５】
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　本発明によれば、手首装着型の血圧測定装置において手首の位置の変化により生じる血
圧情報の測定誤差を正確に補正することのできる情報を生成する血圧補正情報生成装置、
この血圧補正情報生成装置を備える血圧測定装置、血圧補正情報生成方法、及び、血圧補
正情報生成プログラムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施形態を説明するための血圧測定装置１００の概略構成を示す図で
ある。
【図２】図１に示す血圧測定装置１００によって測定される血圧情報と、血圧情報の測定
中の動き情報に基づく手首の位置の変化の一例を示す図である。
【図３】図１に示す血圧測定装置１００の血圧補正情報生成時の動作を説明するためのフ
ローチャートである。
【図４】図１に示す血圧測定装置１００の血圧補正情報生成時の動作の第一の変形例を説
明するためのフローチャートである。
【図５】図１に示す血圧測定装置１００の血圧補正情報生成時の動作の第二の変形例を説
明するためのフローチャートである。
【図６】図１に示す血圧測定装置１００の血圧補正情報生成時の動作の第三の変形例を説
明するためのフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
【００１８】
　図１は、本発明の一実施形態を説明するための血圧測定装置１００の概略構成を示す図
である。血圧測定装置１００は、携帯型となっており、生体としての被測定者の手首に装
着して用いられる。
【００１９】
　血圧測定装置１００は、脈波検出部１０と、血圧情報算出部１１と、加速度センサ１２
と、記録制御部１３と、フラッシュメモリやＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ
）やメモリカード等の記録媒体１４と、手首位置変化期間検出部１５と、血圧補正情報生
成部１６と、を備える。記録媒体１４は装置に着脱可能なものであってもよい。
【００２０】
　血圧情報算出部１１と記録制御部１３と手首位置変化期間検出部１５と血圧補正情報生
成部１６は、プロセッサがプログラムを実行することによって形成される機能ブロックで
ある。
【００２１】
　脈波検出部１０は、被測定者の手首から非侵襲で脈波を検出する。脈波検出部１０は、
例えばトノメトリ法によって脈波としての圧脈波を検出するものが用いられる。脈波検出
部１０は、脈波として容積脈波を検出するものであってもよい。脈波検出部１０は、動脈
に光を当てて得られる動脈からの反射光によって脈波を検出するものであってもよい。
【００２２】
　脈波検出部１０は、１拍（心臓が１回拍動する期間）毎に発生する脈波を検出し、検出
した脈波を血圧情報算出部１１に伝達する。
【００２３】
　血圧情報算出部１１は、脈波検出部１０によって検出された脈波に基づいて１拍単位で
血圧情報を算出する。１拍単位で血圧情報を算出するとは、１拍毎に血圧情報を算出する
こと、又は、複数拍毎（例えば１拍おき）に血圧情報を算出することを言う。
【００２４】
　血圧情報には、収縮期血圧（ＳＢＰ（ｓｙｓｔｏｌｉｃ　ｂｌｏｏｄ　ｐｒｅｓｓｕｒ
ｅ））と、拡張期血圧（ＤＢＰ（ｄｉａｓｔｏｌｉｃ　ｂｌｏｏｄ　ｐｒｅｓｓｕｒｅ）
）と、平均血圧（ＭＢＰ（ｍｅａｎ　ｂｌｏｏｄ　ｐｒｅｓｓｕｒｅ））とが含まれる。
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【００２５】
　血圧情報の算出方法は公知の手法を用いることができる。血圧情報算出部１１は、任意
の脈波の検出期間の時刻を示す検出時刻情報と、この脈波に基づいて算出した血圧情報と
を対応付けて、記録制御部１３に伝達する。
【００２６】
　加速度センサ１２は、被測定者の手首の動きを直接的に検出し、動きに応じた情報を出
力する動き検出部である。
【００２７】
　本実施形態では、加速度センサ１２として３軸加速度センサを用いている。加速度セン
サ１２によって検出された３軸の加速度情報は記録制御部１３に伝達される。動き検出部
としては、重力方向における手首の位置の変化が検出できるものであればよく、例えば角
速度センサや気圧センサや地磁気センサを用いたり、これらの中から２つ以上のセンサを
組み合わせたりしてもよい。
【００２８】
　記録制御部１３は、血圧情報算出部１１から伝達される脈波の検出時刻情報及び血圧情
報の組を記録媒体１４に記録する。
【００２９】
　また、記録制御部１３は、加速度センサ１２から伝達される加速度情報をその検出時刻
と対応付けて記録媒体１４に記録する。
【００３０】
　記録制御部１３の制御により、記録媒体１４には、血圧情報算出部１１により算出され
た血圧情報（ＳＢＰ，ＤＢＰ，ＭＢＰ）と、この血圧情報の算出元となる脈波の検出時刻
情報と、この血圧情報の算出元となる脈波の検出期間中に加速度センサ１２により検出さ
れた手首の動き情報（３軸の加速度情報）と、が対応付けて記録される。
【００３１】
　以下では、動き情報に対応付けて記録される検出時刻情報のことを動き情報の検出時刻
といい、血圧情報に対応付けて記録される検出時刻情報のことを血圧情報の検出時刻とい
う。
【００３２】
　手首位置変化期間検出部１５は、記録媒体１４に記録された手首の動き情報に基づいて
、重力方向における手首の位置が閾値以上変化した変化期間を検出する。
【００３３】
　血圧測定装置１００では、血圧測定装置１００を装着した手首の重力方向における位置
を、予め決められた重力方向における基準位置（例えば、重力方向における被測定者の心
臓の位置）とほぼ同じにした状態で、測定開始ボタンを押して、血圧情報の測定を開始す
ることを前提としている。
【００３４】
　例えば、手首位置変化期間検出部１５は、測定開始ボタンが押されてから記録媒体１４
に記録された動き情報について、各動き情報に基づく重力方向の位置から、この各動き情
報の検出時刻の直前の時刻に対応する動き情報に基づく重力方向の位置を引いて隣接時刻
位置差を算出し、算出した隣接時刻位置差を、各動き情報の検出時刻に対応付けて記録す
る。
【００３５】
　そして、手首位置変化期間検出部１５は、隣接時刻位置差を、対応する検出時刻が古い
ものから順にチェックしていき、隣接時刻位置差の符号が連続して所定回数（複数回）同
じとなった場合に、被測定者の重力方向における手首の位置に閾値以上の変化があったと
判定する。
【００３６】
　なお、ここで説明した判定方法は一例であり、動き情報に基づく位置が大きく増加又は
減少している状態を判定できる方法を採用すればよい。
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【００３７】
　図２は、図１に示す血圧測定装置１００によって測定される血圧情報と、血圧情報の測
定中の動き情報に基づく手首の位置の変化の一例を示す図である。図２において、血圧情
報はＳＢＰを例にしており、破線で示されている。
【００３８】
　また、図２では、重力方向において手首と心臓の位置がほぼ同じであるときの手首の位
置を基準位置＝０として、この基準位置に対する手首の相対位置の変化が実線で示されて
いる。
【００３９】
　図２の例では、時刻ｔ１以降に、手首の相対位置が連続して増加しており、時刻ｔ１の
次の時刻を起点にして隣接時刻位置差の符号が所定回数連続してプラスとなる。
【００４０】
　このため、手首位置変化期間検出部１５は、時刻ｔ１の次の時刻以降に隣接時刻位置差
の符号が所定回数連続してプラスとなった場合に、手首の位置が閾値以上変化したと判定
する。
【００４１】
　手首位置変化期間検出部１５は、時刻ｔ１の次の時刻以降に隣接時刻位置差の符号が所
定回数連続してプラスとなってから、その後、隣接時刻位置差がマイナスの値又はゼロに
なった時刻ｔ２を判定し、時刻ｔ１の次の時刻から時刻ｔ２の直前の時刻までの間を、手
首の位置が閾値以上変化した変化期間として検出する。
【００４２】
　また、図２の例では、時刻ｔ２より後の時刻ｔ３以降に、手首の相対位置が連続して減
少しており、時刻ｔ３の次の時刻を起点にして隣接時刻位置差の符号が所定回数連続して
マイナスとなる。
【００４３】
　このため、手首位置変化期間検出部１５は、時刻ｔ３の次の時刻以降に隣接時刻位置差
の符号が所定回数連続してマイナスとなった場合に、手首の位置が閾値以上変化したと判
定する。
【００４４】
　手首位置変化期間検出部１５は、時刻ｔ３の次の時刻以降に隣接時刻位置差の符号が所
定回数連続してマイナスとなってから、その後、隣接時刻位置差がプラスの値又はゼロに
なった時刻ｔ４を判定し、時刻ｔ３の次の時刻から時刻ｔ４の直前の時刻までの間を、手
首の位置が閾値以上変化した変化期間として検出する。
【００４５】
　血圧補正情報生成部１６は、手首位置変化期間検出部１５により変化期間が検出される
と、検出された変化期間よりも前に血圧情報算出部１１により算出された第一の血圧情報
と、この変化期間よりも後に血圧情報算出部１１により算出された第二の血圧情報とに基
づいて、この変化期間よりも後に血圧情報算出部１１により算出された血圧情報を補正す
るための血圧補正情報を生成する。
【００４６】
　第一の血圧情報と第二の血圧情報は、同じ種類の情報である。つまり、第一の血圧情報
及び第二の血圧情報は、それぞれ、ＳＢＰ、ＤＢＰ、及び、ＭＢＰのうちのいずれかであ
る。
【００４７】
　本明細書における補正とは、血圧測定装置１００が装着されている手首の重力方向の位
置と、基準位置である被測定者の心臓の位置とのずれに起因して発生する血圧情報の測定
誤差の補正のことをいう。
【００４８】
　血圧補正情報生成部１６は、手首位置変化期間検出部１５により検出された変化期間よ
りも前において第一の期間を選択し、この第一の期間中に血圧情報算出部１１により算出
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された第一の血圧情報の代表値を算出する。
【００４９】
　また、血圧補正情報生成部１６は、この変化期間よりも後において第二の期間を選択し
、この第二の期間中に血圧情報算出部１１により算出された第二の血圧情報の代表値を算
出する。そして、血圧補正情報生成部１６は、この２つの代表値の差分に基づいて血圧補
正情報を生成する。
【００５０】
　ある期間中に血圧情報算出部１１により算出された血圧情報とは、この期間に含まれる
各時刻が検出時刻として対応付けられている血圧情報のことを言う。
【００５１】
　また、ある期間中に血圧情報算出部１１により算出された血圧情報の代表値とは、この
期間中に算出された複数の血圧情報の平均値、この複数の血圧情報のうちの最頻値、又は
、この複数の血圧情報から最大値と最小値を除いた残りの血圧情報の平均値等、この期間
中に算出された複数の血圧情報の概要を示す値である。
【００５２】
　血圧補正情報生成部１６は、第一の期間及び第二の期間として、血圧情報算出部１１に
より算出された血圧情報のばらつきが変動閾値以下となっている期間のうち最も変化期間
に近い期間を選択する。
【００５３】
　図２の例では、血圧補正情報生成部１６は、変化期間の開始時刻の直前の時刻ｔ１を起
点として、時刻ｔ１よりも古い時刻側に伸びる所定の期間の幅の第一のウインドウを設定
し、設定した第一のウインドウ内の各時刻に対応する血圧情報の標準偏差を算出する。
【００５４】
　血圧補正情報生成部１６は、第一のウインドウを時刻が戻る方向に最小時刻単位ずつず
らしていきながら、各第一のウインドウの設定位置において標準偏差を算出する。この標
準偏差は、設定された第一のウインドウ内での血圧情報のばらつきを示す。
【００５５】
　血圧補正情報生成部１６は、第一のウインドウを用いて算出した標準偏差が上記の変動
閾値以下となっているかを判定し、変動閾値以下となる標準偏差が初めて得られたときの
第一のウインドウの設定されている期間を第一の期間として選択する。
【００５６】
　図２の例では、血圧補正情報生成部１６は、時刻ｔ１以前において、初めて標準偏差が
変動閾値以下となった期間Ｔ１を第一の期間として選択する。同様に、血圧補正情報生成
部１６は、変化期間の開始時刻の直前の時刻ｔ３以前において、初めて標準偏差が変動閾
値以下となった期間Ｔ３を第一の期間として選択する。
【００５７】
　同様にして、血圧補正情報生成部１６は、変化期間が終了した時刻の次の時刻ｔ２を起
点として、時刻ｔ２よりも新しい時刻側に伸びる第一のウインドウと同じ幅の第二のウイ
ンドウを設定し、設定した第二のウインドウ内の各時刻に対応する血圧情報の標準偏差を
算出する。血圧補正情報生成部１６は、第二のウインドウを時刻が進む方向に最小時刻単
位ずつずらしていきながら、各第二のウインドウの設定位置において標準偏差を算出する
。
【００５８】
　血圧補正情報生成部１６は、第二のウインドウを用いて算出した標準偏差が上記の変動
閾値以下となっているかを判定し、変動閾値以下となる標準偏差が初めて得られたときの
第二のウインドウの設定されている期間を第二の期間として選択する。
【００５９】
　図２の例では、血圧補正情報生成部１６は、時刻ｔ２以降において初めて標準偏差が変
動閾値以下となった期間Ｔ２を第二の期間として選択する。同様に、血圧補正情報生成部
１６は、変化期間が終了した時刻の直後の時刻ｔ４以降において初めて標準偏差が変動閾
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値以下となった期間Ｔ４を第二の期間として選択する。
【００６０】
　このようにして選択された第一の期間（図２の期間Ｔ１）中に算出された血圧情報の代
表値と、第二の期間（図２の期間Ｔ２）中に算出された血圧情報の代表値との差分は、手
首の位置が閾値以上変化したことによって生じた血圧情報の変化量であり、手首の動きに
起因して発生する血圧情報の測定誤差に相当する。
【００６１】
　したがって、この差分を用いることで、測定誤差を補正するための血圧補正情報を生成
することが可能となる。
【００６２】
　記録制御部１３は、血圧補正情報生成部１６によって任意の変化期間の前後の第一の期
間及び第二の期間の血圧情報に基づいて生成された血圧補正情報を、この変化期間よりも
後に血圧情報算出部１１により算出された血圧情報（この変化期間よりも後の時刻に対応
する血圧情報）に対応付けて記録媒体１４に記録する。
【００６３】
　図２の例では、期間Ｔ１の血圧情報の代表値と期間Ｔ２の血圧情報の代表値との差分に
基づいて生成された血圧補正情報が、時刻ｔ２以降の血圧情報（ＳＢＰ、ＤＢＰ、及び、
ＭＢＰ）に対応付けて記録される。
【００６４】
　また、期間Ｔ３の血圧情報の代表値と期間Ｔ４の血圧情報の代表値との差分に基づいて
生成された血圧補正情報が、時刻ｔ４以降の血圧情報（ＳＢＰ、ＤＢＰ、及び、ＭＢＰ）
に対応付けて記録される。
【００６５】
　記録制御部１３は、手首位置変化期間検出部１５によって検出された変化期間中の各時
刻に対応する血圧情報（ＳＢＰ、ＤＢＰ、及び、ＭＢＰ）については、変化期間中である
ことを示す情報及び血圧補正情報を対応付けて記録する。
【００６６】
　なお、記録制御部１３は、変化期間中の各時刻に対応する血圧情報（ＳＢＰ、ＤＢＰ、
及び、ＭＢＰ）については、変化期間中であることを示す情報のみを対応付けて記録して
もよい。
【００６７】
　記録制御部１３は、測定開始ボタンが押されてから初めて変化期間が検出されるまでの
期間（図２の例では、時刻ｔ０～時刻ｔ１の間の期間）中の各時刻に対応する血圧情報（
ＳＢＰ、ＤＢＰ、及び、ＭＢＰ）に対しては、血圧補正情報として補正値＝０の情報を対
応付けて記録する。
【００６８】
　以上のように構成された血圧測定装置１００の動作について説明する。
【００６９】
　図３は、図１に示す血圧測定装置１００の血圧補正情報生成時の動作を説明するための
フローチャートである。
【００７０】
　被測定者は、血圧測定装置１００を手首に装着し、重力方向における手首の位置を心臓
の位置と同じにした状態で測定開始ボタンを押して測定開始を指示する。この指示に応じ
て、脈波検出部１０による脈波の検出が開始され、加速度センサ１２から動き情報が出力
され、脈波に基づいて算出された血圧情報（ＳＢＰ、ＤＢＰ、及び、ＭＢＰ）及び動き情
報が検出時刻情報と対応付けられて記録媒体１４に記録されていく。
【００７１】
　なお、記録媒体１４に記録される血圧情報のうち、検出時刻が最も古いものに対しては
、初期値＝０に設定された血圧補正情報が対応付けて記録される。
【００７２】
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　ある程度の期間分の血圧情報及び動き情報が記録媒体１４に記録されると、手首位置変
化期間検出部１５は、記録媒体１４に記録された動き情報のうち、２番目に検出時刻が古
いものを選択する（ステップＳ０）。
【００７３】
　次に、手首位置変化期間検出部１５は、選択した動き情報と、選択した動き情報の検出
時刻よりも前の時刻に対応する動き情報とに基づき、選択した動き情報の検出時刻におい
て、重力方向における手首の位置に閾値以上の変化があるか否かを判定する（ステップＳ
１）。
【００７４】
　重力方向における手首の位置に閾値以上の変化がない場合（ステップＳ１：ＮＯ）、記
録制御部１３は、選択された動き情報の検出時刻に対応する血圧情報（ＤＢＰ、ＳＢＰ、
及び、ＭＢＰの各々）に、この検出時刻の直前の時刻に対応する血圧情報（ＳＢＰ、ＤＢ
Ｐ、及び、ＭＢＰ）に対応している過去の血圧補正情報を対応付けて記録する（ステップ
Ｓ１０）。
【００７５】
　ステップＳ１０の後、手首位置変化期間検出部１５は、選択中の動き情報の検出時刻の
次の時刻に対応する動き情報を選択し（ステップＳ１１）、ステップＳ１に処理を戻す。
【００７６】
　重力方向における手首の位置に閾値以上の変化があった場合（ステップＳ１：ＹＥＳ）
、手首位置変化期間検出部１５は、選択中の動き情報よりも後に検出されて記録媒体１４
に記録された動き情報に基づいて、この変化の終了する時刻を判定して変化期間を検出す
る（ステップＳ２）。
【００７７】
　ステップＳ２の後、血圧補正情報生成部１６は、記録媒体１４に記録されている任意の
種類の血圧情報（以下では、ＳＢＰとする）に基づいて、検出した変化期間よりも前にお
いてＳＢＰのばらつきが閾値以下となる第一の期間と、検出した変化期間よりも後におい
てＳＢＰのばらつきが閾値以下となる第二の期間とを選択する（ステップＳ３）。
【００７８】
　ステップＳ３の後、血圧補正情報生成部１６は、ステップＳ３で選択した第一の期間中
の各時刻に対応するＳＢＰの代表値（以下、“ａ”とする）と、ステップＳ３で選択した
第二の期間中の各時刻に対応するＳＢＰの代表値（以下、“ｂ”とする）との差分を算出
する（ステップＳ４）。
【００７９】
　ステップＳ４の後、血圧補正情報生成部１６は、ステップＳ３で選択した代表値ａと、
ステップＳ３で選択した代表値ｂとの大小関係を判定する（ステップＳ５）。
【００８０】
　代表値ａが代表値ｂよりも大きい場合（ステップＳ５：ＹＥＳ）、血圧補正情報生成部
１６は、ステップＳ２で検出された変化期間の直前の時刻に対応する血圧情報に対応付け
て記録されている過去の血圧補正情報に、ステップＳ４で算出した差分の絶対値を加算し
て、血圧補正情報を算出する（ステップＳ６）。
【００８１】
　代表値ａが代表値ｂよりも小さい場合（ステップＳ５：ＮＯ）、血圧補正情報生成部１
６は、ステップＳ２で検出された変化期間の直前の時刻に対応する血圧情報に対応付けて
記録されている過去の血圧補正情報から、ステップＳ４で算出した差分の絶対値を減算し
て、血圧補正情報を算出する（ステップＳ７）。
【００８２】
　ステップＳ６とステップＳ７の後、記録制御部１３は、ステップＳ６又はステップＳ７
で算出された血圧補正情報を、ステップＳ２で検出された変化期間の直後の時刻に対応す
る血圧情報に対応付けて記録する（ステップＳ８）。
【００８３】
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　ステップＳ８の後、手首位置変化期間検出部１５は、ステップＳ２で検出された変化期
間の直後の時刻の次の時刻に対応する動き情報を選択し（ステップＳ９）、ステップＳ１
に処理を戻す。以上の処理が、繰り返し行われることで、変化期間中の各時刻に対応する
血圧情報を除く全ての血圧情報に対しては、血圧補正情報が対応付けて記録される。
【００８４】
　図２を参照して、ステップＳ６～ステップＳ８の処理について具体的に説明する。
【００８５】
　図２では、時刻ｔ０において測定開始がなされたものとしている。このため、時刻ｔ０
～時刻ｔ１の間の期間Ｔ５の各時刻に対応するＳＢＰには、血圧補正情報として初期値の
“０”が対応付けて記録される。
【００８６】
　時刻ｔ１～時刻ｔ２の間の変化期間が検出されると、この変化期間の前後の期間Ｔ１，
Ｔ２のＳＢＰの代表値の差分が算出される。この差分の絶対値は、図２の例では“２３ｍ
ｍＨｇ”である。
【００８７】
　したがって、時刻ｔ２から次の変化期間の開始直前の時刻ｔ３までの期間Ｔ６の各時刻
に対応するＳＢＰは、正確な値に対して“－２３ｍｍＨｇ”の誤差を生じていることにな
る。この誤差を補正するためには、血圧補正情報を“＋２３ｍｍＨｇ”とすればよい。
【００８８】
　期間Ｔ５の各時刻に対応するＳＢＰに対応する血圧補正情報は“０ｍｍＨｇ”である。
このため、この“０ｍｍＨｇ”に、期間Ｔ１，Ｔ２のＳＢＰの代表値の差分の絶対値であ
る“２３ｍｍＨｇ”を加算することで、“＋２３ｍｍＨｇ”の血圧補正情報を得ることが
できる。この加算処理が、図３のステップＳ６に相当する。
【００８９】
　また、図２において、時刻ｔ３～時刻ｔ４の間の変化期間が検出されると、この変化期
間の前後の期間Ｔ３，Ｔ４のＳＢＰの代表値の差分が算出される。この差分の絶対値は、
図２の例では“５０ｍｍＨｇ”である。
【００９０】
　したがって、時刻ｔ４以降の期間Ｔ７の各時刻に対応するＳＢＰは、期間Ｔ６のＳＢＰ
に対して“＋５０ｍｍＨｇ”の誤差を生じていることになる。また、上述したように、期
間Ｔ６のＳＢＰは、もともと、正確な値に対して“－２３ｍｍＨｇ”の誤差を生じている
。
【００９１】
　したがって、期間Ｔ７の各時刻に対応するＳＢＰは、正確な値に対して、５０－２３＝
２７ｍｍＨｇの誤差を生じていることになる。この誤差を補正するためには、血圧補正情
報を“－２７ｍｍＨｇ”とすればよい。
【００９２】
　期間Ｔ６の各時刻に対応するＳＢＰに対応する血圧補正情報は“＋２３ｍｍＨｇ”であ
る。このため、この“＋２３ｍｍＨｇ”から、期間Ｔ３，Ｔ４のＳＢＰの代表値の差分で
ある“５０ｍｍＨｇ”を減算することで、“－２７ｍｍＨｇ”の血圧補正情報を得ること
ができる。この減算処理が、図３のステップＳ７に相当する。
【００９３】
　このように、第一の期間のＳＢＰから算出される代表値と第二の期間のＳＢＰから算出
される代表値との大小関係に基づいて、変化期間の前の血圧情報に対応付けられている過
去の血圧補正情報に、この２つの代表値の差分値の絶対値を加算したり、この過去の血圧
補正情報からこの絶対値を減算したりすることで、変化期間が検出されるたびに、正確な
血圧補正情報を算出して記録していくことができる。
【００９４】
　以上のように、血圧測定装置１００によれば、被測定者の手首の位置が大きく変化した
変化期間を検出し、この変化期間の前後の血圧情報の変動量に基づいて血圧補正情報を生
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成することができる。
【００９５】
　血圧測定装置１００は、手首の重力方向の位置が大きく変化したかどうかと、その変化
の開始と終了とが判定できればよい。したがって、加速度センサ１２として検出精度の高
い高価なものを使用しなくてもよい。また、手首と心臓の重力方向における位置のずれ量
を正確に検出するための複雑な処理も不要である。このため、血圧測定装置１００の製造
コストを低減することができる。また、上記のずれ量の検出誤差の影響を受けずに補正が
可能となり、血圧情報の正確な補正が可能となる。
【００９６】
　また、血圧測定装置１００は、変化期間の前後においてＳＢＰのばらつきが少ない期間
（第一の期間、第二の期間）におけるＳＢＰの代表値同士の差分に基づいて血圧補正情報
を生成している。このため、手首の位置変化による血圧情報の変動量をより正確に抽出す
ることが可能となり、血圧補正情報の信頼性を高めることができる。
【００９７】
　以上の説明では、図３のステップＳ４にて代表値を算出するのに用いる血圧情報をＳＢ
Ｐとしたが、この血圧情報としてＤＢＰやＭＢＰを用いてもよい。
【００９８】
　以下、血圧測定装置１００の変形例について説明する。
【００９９】
（第一の変形例）
　図４は、図１に示す血圧測定装置１００の血圧補正情報生成時の動作の第一の変形例を
説明するためのフローチャートである。図４において図３と同じ処理には同一符号を付し
て説明を省略する。
【０１００】
　図４に示すフローチャートは、ステップＳ３が削除され、ステップＳ４がステップＳ４
ａに変更され、ステップＳ５がステップＳ５ａに変更され、ステップＳ６がステップＳ６
ａに変更され、ステップＳ７がステップＳ７ａに変更された点を除いては、図３と同じで
ある。
【０１０１】
　ステップＳ２の後、血圧補正情報生成部１６は、ステップＳ２で検出された変化期間の
直前の時刻に対応するＳＢＰ（以下、“（Ａ）”とする）と、ステップＳ２で検出された
変化期間の直後の時刻に対応するＳＢＰ（以下、“（Ｂ）”とする）との差分を算出する
（ステップＳ４ａ）。
【０１０２】
　次に、血圧補正情報生成部１６は、ステップＳ４ａで算出したＳＢＰ（Ａ）と、ステッ
プＳ４ａで算出したＳＢＰ（Ｂ）との大小関係を判定する（ステップＳ５ａ）。
【０１０３】
　ＳＢＰ（Ａ）がＳＢＰ（Ｂ）よりも大きい場合（ステップＳ５ａ：ＹＥＳ）、血圧補正
情報生成部１６は、ステップＳ２で検出された変化期間の直前の時刻に対応する血圧情報
に対応付けて記録されている過去の血圧補正情報に、ステップＳ４ａで算出した差分の絶
対値を加算して、血圧補正情報を算出する（ステップＳ６ａ）。
【０１０４】
　ＳＢＰ（Ａ）がＳＢＰ（Ｂ）よりも小さい場合（ステップＳ５ａ：ＮＯ）、血圧補正情
報生成部１６は、ステップＳ２で検出された変化期間の直前の時刻に対応する血圧情報に
対応付けて記録されている過去の血圧補正情報から、ステップＳ４ａで算出した差分の絶
対値を減算して、血圧補正情報を算出する（ステップＳ７ａ）。
【０１０５】
　ステップＳ６ａとステップＳ７ａの後は、ステップＳ８の処理が行われる。
【０１０６】
　図４の変形例によれば、第一の期間と第二の期間を判定して代表値を算出する処理を省
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略することができるため、ｓ血圧補正情報を生成するための演算量を減らすことができ、
血圧測定装置１００の消費電力を低減することができる。
【０１０７】
（第二の変形例）
　図５は、図１に示す血圧測定装置１００の血圧補正情報生成時の動作の第二の変形例を
説明するためのフローチャートである。図５において図３と同じ処理には同一符号を付し
て説明を省略する。
【０１０８】
　図５に示すフローチャートは、ステップＳ４がステップＳ４ｂに変更され、ステップＳ
５がステップＳ５ｂに変更され、ステップＳ６がステップＳ６ｂに変更され、ステップＳ
７がステップＳ７ｂに変更された点を除いては、図３と同じである。
【０１０９】
　ステップＳ４ｂにおいて、血圧補正情報生成部１６は、ステップＳ３で選択した第一の
期間中の各時刻に対応するＳＢＰの代表値ａを、第一の期間中の各時刻に対応する血圧情
報に対応付けて記録されている血圧補正情報によって補正して、代表値ａａを得る。また
、血圧補正情報生成部１６は、ステップＳ３で選択した第二の期間中の各時刻に対応する
ＳＢＰの代表値ｂを算出する。そして、血圧補正情報生成部１６は、代表値ａａと代表値
ｂの差分を算出する。
【０１１０】
　ステップＳ４ｂの後、血圧補正情報生成部１６は、代表値ａａと代表値ｂの大小関係を
判定する（ステップＳ５ｂ）。
【０１１１】
　代表値ａａが代表値ｂよりも大きい場合（ステップＳ５ｂ：ＹＥＳ）、血圧補正情報生
成部１６は、ステップＳ４ｂで算出した差分の絶対値の符号をプラスにしたものを血圧補
正情報として算出する（ステップＳ６ｂ）。
【０１１２】
　代表値ａａが代表値ｂよりも小さい場合（ステップＳ５ｂ：ＮＯ）、血圧補正情報生成
部１６は、ステップＳ４ｂで算出した差分の絶対値の符号をマイナスにしたものを血圧補
正情報として算出する（ステップＳ７ｂ）。
【０１１３】
　ステップＳ６ｂとステップＳ７ｂの後は、ステップＳ８の処理が行われる。
【０１１４】
　図５の変形例によれば、図３の動作と同様に、低コストで血圧補正情報を高精度に求め
ることができる。
【０１１５】
　（第三の変形例）
　図６は、図１に示す血圧測定装置１００の血圧補正情報生成時の動作の第三の変形例を
説明するためのフローチャートである。図６において図３と同じ処理には同一符号を付し
て説明を省略する。
【０１１６】
　図６に示すフローチャートは、ステップＳ２１～ステップＳ２３が追加された点を除い
ては、図３と同じである。
【０１１７】
　ステップＳ４の後、血圧補正情報生成部１６は、ステップＳ２で検出された変化期間の
開始時における動き情報に基づく手首の位置と、ステップＳ２で検出された変化期間の終
了時における動き情報に基づく手首の位置と、の差である手首の高さ変化量を算出する（
ステップＳ２１）。
【０１１８】
　ステップＳ２１の後、血圧補正情報生成部１６は、血圧測定装置１００に予め記録され
ている手首の高さ変化量と血圧情報の変化量との関係を示すテーブルを用いて、算出した
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高さ変化量から血圧情報の変化量を求める（ステップＳ２２）。
【０１１９】
　ステップＳ２２の後、血圧補正情報生成部１６は、ステップＳ２２で求めた血圧情報の
変化量と、ステップＳ４で算出した代表値ａと代表値ｂの差分と、の差が予め決められた
値よりも大きいか否かを判定する（ステップＳ２３）。
【０１２０】
　ステップＳ２３の判定がＹＥＳの場合、血圧補正情報生成部１６は、変化期間の前後に
おけるＳＢＰの変動が手首の位置変化によるものではなく、何らかの異常が発生したと判
断して、血圧補正情報の生成処理を終了する。
【０１２１】
　上記の予め決められた値は、動き情報に基づいて算出した手首の高さ変化量に誤差が含
まれる可能性があることを考慮し、ある程度大きな値（例えば１０ｍｍＨｇ程度）に設定
される。
【０１２２】
　ステップＳ２３の判定がＮＯの場合、血圧補正情報生成部１６は、変化期間の前後にお
けるＳＢＰの変動は、手首の位置変化によるものであると判断して、ステップＳ５以降の
処理を行う。
【０１２３】
　この変形例によれば、手首の位置変化以外の要因でＳＢＰが変動しているような場合を
判定して、このような場合には血圧補正情報の生成を停止することで、記録媒体１４に記
録される血圧補正情報の信頼性を高めることができる。なお、第三の変形例は、第一の変
形例や第二の変形例と組み合わせることも可能である。
【０１２４】
　第一の変形例と組み合わせる場合は、図４のステップＳ２とステップＳ４ａの間に図６
のステップＳ２１，ステップＳ２２を追加し、ステップＳ４ａの後に、ステップＳ４ａで
算出した差分と、ステップＳ２２で得た血圧情報の変化量との差を求め、該差が予め決め
られた値より大きければ血圧補正情報の生成を停止し、該差が予め決められた値以下であ
ればステップＳ５ａ以降の処理を行えばよい。
【０１２５】
　第二の変形例と組み合わせる場合は、図５のステップＳ２とステップＳ３の間に図６の
ステップＳ２１，ステップＳ２２を追加し、ステップＳ４ｂの後に、ステップＳ４ｂで算
出した差分と、ステップＳ２２で得た血圧情報の変化量との差を求め、該差が予め決めら
れた値より大きければ血圧補正情報の生成を停止し、該差が予め決められた値以下であれ
ばステップＳ５ｂ以降の処理を行えばよい。
【０１２６】
　血圧測定装置１００は、血圧補正情報生成部１６によって生成された血圧補正情報に基
づいて血圧情報を補正する血圧補正部を有していてもよい。この血圧補正部は、プロセッ
サがプログラムを実行することにより形成される機能ブロックである。
【０１２７】
　血圧補正部は、図３～図６で説明した方法によって血圧補正情報の生成及び記録が終了
した後、記録媒体１４に記録されている血圧情報（ＤＢＰ，ＳＢＰ，ＭＢＰの各々）を、
この血圧情報に対応付けられた血圧補正情報によって補正し、補正後の血圧情報を記録媒
体１４に記録する。
【０１２８】
　なお、血圧補正部は、変化期間中であることを示す情報が対応付けられている血圧情報
については、補正を行わずに、その値が無効であることを示す情報を対応づけて記録した
り、血圧情報自体を削除したりするようにしてもよい。
【０１２９】
　図２に示すように、変化期間中には、血圧情報が大きく変動する。このため、この変化
期間における血圧情報は診断に利用するには向かない情報となる。したがって、変化期間
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中の血圧情報を無効又は削除としておくことで、記録媒体１４に記録された血圧情報によ
って、被測定者の血圧状態を正確に把握することが可能となる。
【０１３０】
　図３～図６の動作説明では、血圧測定と血圧補正情報の生成及び記録とを並行して行う
ものとした。しかし、血圧補正情報の生成は、血圧測定が終了してから行ってもよい。
【０１３１】
　また、以上の説明では、血圧測定装置１００において血圧補正情報の生成及び記録を行
うものとしたが、血圧補正情報の生成及び記録については、血圧測定装置１００と無線又
は有線によって通信可能な別の電子機器（スマートフォンやタブレット端末やパーソナル
コンピュータ等）によって行ってもよい。
【０１３２】
　この場合、電子機器のプロセッサは、コンピュータを血圧測定装置１００の記録制御部
１３、手首位置変化期間検出部１５、血圧補正情報生成部１６、及び、血圧補正部の各々
として機能させるためのプログラムを実行することにより、血圧測定装置１００の記録媒
体１４に記録された血圧情報及び動き情報に基づいて、図３～図６に示した処理を行う。
【０１３３】
　このようなプログラムを、コンピュータが読取可能な一時的でない（ｎｏｎ－ｔｒａｎ
ｓｉｔｏｒｙ）記録媒体に記録して医療機関等に提供するようにしてもよい。このような
「コンピュータ読取可能な記録媒体」は、たとえば、ＣＤ－ＲＯＭ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄ
ｉｓｃ－ＲＯＭ）等の光学媒体や、メモリカード等の磁気記録媒体等を含む。
【０１３４】
　このようなプログラムは、インターネット等のネットワークを介してダウンロード可能
なものとすることが好ましい。このようにすることで、医療機関にある既存のタブレット
端末やスマートフォンやパーソナルコンピュータを簡単に血圧補正情報生成装置として利
用することができ、医療機関にとってのシステム導入コストを抑えることができる。
【０１３５】
　以上の説明では、血圧情報としてＤＢＰ、ＳＢＰ、及び、ＭＢＰが記録媒体１４に記録
され、ＤＢＰ、ＳＢＰ、及び、ＭＢＰの各々に対応付けて血圧補正情報が記録されるもの
とした。しかし、ＤＢＰと、ＳＢＰと、ＭＢＰとのうちの少なくとも１つが記録媒体１４
に記録される構成であってもよい。
【０１３６】
　なお、ＤＢＰ、ＳＢＰ、及び、ＭＢＰのうち、ＳＢＰについては、手首の位置が変化し
ていない状態においても変動が大きいことが知られている。このため、血圧補正情報を生
成するために利用する血圧情報（ステップＳ３で期間の選択に用いる血圧情報、ステップ
Ｓ４及びステップＳ４ｂで代表値の算出に用いる血圧情報、又は、ステップＳ４ａで差分
の算出に用いる血圧情報）としては、ＤＢＰ又はＭＢＰを採用するのが好ましい。
【０１３７】
　血圧測定装置１００では、血圧情報を複数拍毎に算出して記録する場合、血圧補正情報
の生成精度をある程度確保できる程度に間引きを行うのが好ましく、２～１０拍毎に１つ
の血圧情報を記録媒体１４に記録する程度としておくのが好ましい。
【０１３８】
　今回開示された実施形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられ
るべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、
特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
【０１３９】
　以上説明してきたように、本明細書には以下の事項が開示されている。
【０１４０】
　開示された血圧補正情報生成装置は、被測定者の手首から脈波を検出する脈波検出部、
及び、前記脈波検出部により検出される脈波に基づいて１拍毎又は複数拍毎に血圧情報を
算出する血圧情報算出部を有する血圧測定装置が装着された被測定者の手首の動きに応じ
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た情報を出力する動き検出部から出力された前記情報に基づいて、重力方向における前記
手首の位置が閾値以上変化した変化期間を検出する手首位置変化期間検出部と、前記手首
位置変化期間検出部により検出された前記変化期間よりも前に前記血圧情報算出部により
算出された第一の血圧情報と、前記変化期間よりも後に前記血圧情報算出部により算出さ
れた第二の血圧情報とに基づいて、前記変化期間よりも後に前記血圧情報算出部により算
出された血圧情報を補正するための血圧補正情報を生成する血圧補正情報生成部と、を備
えるものである。
【０１４１】
　開示された血圧補正情報生成装置は、前記血圧補正情報生成部は、前記変化期間よりも
前の第一の期間中に前記血圧情報算出部により算出された前記第一の血圧情報の代表値と
、前記変化期間よりも後の第二の期間中に前記血圧情報算出部により算出された前記第二
の血圧情報の代表値との差分に基づいて、前記血圧補正情報を生成し、前記第一の期間は
、前記血圧情報算出部により算出された血圧情報のばらつきが閾値以下となっている期間
であり、前記第二の期間は、前記血圧情報算出部により算出された血圧情報のばらつきが
閾値以下となっている期間であるものを含む。
【０１４２】
　開示された血圧補正情報生成装置は、前記血圧補正情報生成部は、前記第一の期間中に
算出された複数の第一の血圧情報の平均値を前記第一の血圧情報の代表値とし、前記第二
の期間中に算出された複数の第二の血圧情報の平均値を前記第二の血圧情報の代表値とし
て前記差分を算出するものである。
【０１４３】
　開示された血圧補正情報生成装置は、前記変化期間よりも後に前記血圧情報算出部によ
り算出された血圧情報と、前記血圧補正情報生成部により生成された前記血圧補正情報と
を対応付けて記録媒体に記録する記録制御部を更に備え、前記血圧補正情報生成部は、前
記記録媒体に記録されている前記変化期間よりも前に算出された血圧情報に対応付けられ
ている過去の血圧補正情報と前記差分とに基づいて、前記変化期間よりも後に算出された
血圧情報を補正するための血圧補正情報を生成するものである。
【０１４４】
　開示された血圧補正情報生成装置は、前記血圧補正情報生成部は、前記第一の血圧情報
の代表値と前記第二の血圧情報の代表値の大小関係に基づき、前記第一の期間中に前記血
圧情報算出部により算出された血圧情報に対応付けて記録されている過去の血圧補正情報
に前記差分の絶対値を加算、又は、当該過去の血圧補正情報から前記差分の絶対値を減算
して、前記変化期間よりも後に前記血圧情報算出部により算出された血圧情報を補正する
ための血圧補正情報を生成するものである。
【０１４５】
　開示された血圧補正情報生成装置は、前記血圧補正情報生成部は、前記第一の血圧情報
の代表値が前記第二の血圧情報の代表値よりも大きい場合には、前記第一の期間中に前記
血圧情報算出部により算出された血圧情報に対応付けて記録されている過去の血圧補正情
報に前記差分の絶対値を加算して前記血圧補正情報を生成し、前記血圧補正情報生成部は
、前記第一の血圧情報の代表値が前記第二の血圧情報の代表値よりも小さい場合には、前
記第一の期間中に前記血圧情報算出部により算出された血圧情報に対応付けて記録されて
いる過去の血圧補正情報から前記差分の絶対値を減算して前記血圧補正情報を生成するも
のである。
【０１４６】
　開示された血圧補正情報生成装置は、前記血圧補正情報生成部は、前記手首位置変化期
間検出部により検出された変化期間の開始時における前記情報に基づく手首の位置と、前
記変化期間の終了時における前記情報に基づく手首の位置との差を血圧情報の変化量に変
換し、当該変化量と前記差分との差が予め決められた値よりも大きい場合には、前記血圧
補正情報の生成を停止するものである。
【０１４７】
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　開示された血圧測定装置は、被測定者の手首から脈波を検出する脈波検出部と、前記脈
波検出部により検出される脈波に基づいて１拍毎又は複数拍毎に血圧情報を算出する血圧
情報算出部と、前記手首の動きに応じた動き情報を出力する動き検出部と、前記血圧補正
情報生成装置と、を備えるものである。
【０１４８】
　開示された血圧補正情報生成方法は、被測定者の手首から脈波を検出する脈波検出部、
及び、前記脈波検出部により検出される脈波に基づいて１拍毎又は複数拍毎に血圧情報を
算出する血圧情報算出部を有する血圧測定装置が装着された被測定者の手首の動きに応じ
た情報を出力する動き検出部から出力された前記情報に基づいて、重力方向における前記
手首の位置が閾値以上変化した変化期間を検出する手首位置変化期間検出ステップと、前
記手首位置変化期間検出ステップにより検出された前記変化期間よりも前に前記血圧情報
算出部により算出された第一の血圧情報と、前記変化期間よりも後の第二の期間中に前記
血圧情報算出部により算出された第二の血圧情報とに基づいて、前記変化期間よりも後に
前記血圧情報算出部により算出された血圧情報を補正するための血圧補正情報を生成する
血圧補正情報生成ステップと、を備えるものである。
【０１４９】
　開示された血圧補正情報生成プログラムは、被測定者の手首から脈波を検出する脈波検
出部、及び、前記脈波検出部により検出される脈波に基づいて１拍毎又は複数拍毎に血圧
情報を算出する血圧情報算出部を有する血圧測定装置が装着された被測定者の手首の動き
に応じた情報を出力する動き検出部から出力された前記情報に基づいて、重力方向におけ
る前記手首の位置が閾値以上変化した変化期間を判定する手首位置変化期間検出ステップ
と、前記手首位置変化期間検出ステップにより検出された前記変化期間よりも前に前記血
圧情報算出部により算出された第一の血圧情報と、前記変化期間よりも後の第二の期間中
に前記血圧情報算出部により算出された第二の血圧情報とに基づいて、前記変化期間より
も後に前記血圧情報算出部により算出された血圧情報を補正するための血圧補正情報を生
成する血圧補正情報生成ステップと、をコンピュータに実行させるためのものである。
【産業上の利用可能性】
【０１５０】
　本発明は、高精度の血圧測定が可能となるため、医療機関での利用が可能である。
【符号の説明】
【０１５１】
１　血圧測定装置
１０　脈波検出部
１１　血圧情報算出部
１２　加速度センサ
１３　記録制御部
１４　記録媒体
１５　手首位置変化期間検出部
１６　血圧補正情報生成部
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